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収 支 報 告 書

(ふ り が な)に じゅういっせいきせいけいかい

1政 治 団 体 の 名 称21世 紀政 経会

2主 たる事務所の所在地 東 京都 千代 田区永 田町2-17-5-
.ロ ー レル 永 田町515号

13代 表 者 の 氏 名 原 田 義昭'

4会 計責任 者 の氏名 倉 島 守2440

5平 成23年 分

受 付「
245,28⊃

【 ㌃ 鷺 ■コ

会計 繰越 検算 辱記 o

ぐ)0 σ(琳 ウQ
※該当箇所に[ヱ コすること。

政 治 団 体 の 区 分

口 政 党

口 政 党 の 支 部

口 政 治 資 金 団 体

口 政治資金規正法第18条 の2第
1項 の規定による政治団体

回 そ の 他 の 政 治 団 体

口 その他 の政治 団体 の支 部

活 動 区 域 の 区 分
L

収支公開室
全国(2都 道府県以上)

資金 管 理団 体 の指定 の有 無 国 会 議 員 関係 政 治 団 体 の 区 分

者 の 氏 名

[コ 有[コ 無

公職の種撮 穂 塑(現@
の 氏 名

□ 肇韓鎌誰萎韻解最鶴深

[互コ 政治資金規正法第19条 の7第1項第2号 に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者 原 田 義昭

IlllIlIllI」ll

団 体 コ ー ド1101810121010191210101111;0*

前年繰越額 5,173,906円

事務担当者の氏名

電話番号

原田義秀

z原田
資金管理団体
の届 出を した

原 田 義昭
・3-3夕 ・診5"7

公職の種魂 撫 糠 重(現@

「 　1

(※)資 金 管理 団 体 の指 定 の 期 間 (※)国会議員関係政治団体に関する特偵1の適用期間

♂/3」こ 獣A-…

'
気5、211

平成 年 月 日 から

平成 年 月 日 まで

平成 年 月 日 から

平成 年 月 日 まで
」燃辮紗 ※報告対象年の途中で資金管理団体の指定 ・取消しをした場合のみ記入のこと。 ※報告対象年の途中で国会議員関係政治団体に該当した場合又は該当しなく

なった場合のみ記入のこと。
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収 支 の 状 況
1収 支の総括表

全国団体用

収 入 総 額 20,514,164

5,173,906(前年か らの繰越額)

(本年の収入額) 15,340,258

支 出 総 額 16,826,048

3,688,116翌年への繰越額

2収 入項 目別金額の内訳

(1)個 人の負担す る党費又は会費

0金 額

員 数(党 費又は会費 を納入 した人 の数) 0

(2)寄 附

ア.寄 附(イ を除 く。)の 区分 金 額 備 考

(ア)個 人か らの寄附 0

(うち特定寄附) 0

(イ)法 人その他の団体か らの寄附 0

(ウ)政 治団体か らの寄附 400,000

ノ」、言十((ア)+(イ)+(ウ)) 400,000

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの) 0

イ.政 党匿名寄附 0

合計(ア+イ) 400,000
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(3)機 関紙誌の発行その他の事業による収入

事 業 の 種 類 金 額 備 考

原 田義昭君を激励す る会 7,680,000 23.04.20東 京 都 千代 田区 平河 町2-4-1都 市 セ ン ター ホ テル

〃 7,260,000 23.10.26〃 〃

(注1)す べての事業収入を記載してください。

(注2)同 一 の事業収入は一行 に計上してください。

(注3)政 治資金パ ーティーのうちで、1,000万 円以上のパーティー については

(その10)に 詳細 を再掲してください。

この頁 の小計 14,940,000

合 計 14,940,000
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(6)そ の他 の収入

摘 要 金 額 備 考

この頁の小計 0

注)1件10万 円以上の収入 は個別 に記載し、10万 円

未満 の収入 は一括 して記載 して下さい。1件10万 円未満 のもの 258

合 計 258
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1、

(1、2、3の いずれ かに○をつ けてくだ さい。)

(7)寄 附の内訳 寄付者の区分 ・・個人2・ 法人 その他 の団体 ◎ 政治団体

寄付者 の氏名(又 は名称) 金 額 年月 日
◆住所(又 は所在地)

職業(又 は代表者の氏名) 備考

近未来研究会 200,000 23.08.10 東京都 千代 田区平河町2-4-16 山崎 拓

〃 200,000 23.12.21 〃 〃

この頁の小計 400,000

その他 の寄附 0

合 計 400,000
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(その13)

3支 出項 目別金額 の内訳

,1

'

(1)支 出の総括表

項 目 金 額 備 考

1経 常 経 費

(1)人 件 費 4,542,301

(2)光 熱 水 費 88,047

(3)備 品 ・ 消 耗 品 費 304,496

(4)事 務 所 費 283,061

小 計 5,217,905

2政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費 88,726

(2)選 挙 関 係 費 0

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費 1,898,930 ア～エ の計

ア 機関紙誌の発行事業費 0

イ 宣伝事業費 0

ウ 政治資金パーテ ィー開催事業費 1,898,930

エ その他の事業費 0

(4)調 査 研 究 費 20,487

(5)寄 附 ・ 交 付 金 9,600,000

(6)そ の 他 の 経 費 0

小 計 11,608,143

合 計 16,826,048

1全 国団体用1
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(そ の14)

(2)経 常経費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目別区分 光熱水費

支出の目的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(ま たは名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備考

この頁の小計 0 (注1)国 会議員関係政 治団体は、1万円超の支 出はすべて個別 に記載し、

1万 円以下の支 出は「その他 の支 出」に一括 して記載して下さい。

(注2)「その他の支出」と「合計」の欄 は、右上の項 目別 区分ごとに

最 後の頁に記載して下さい。

その他の支出 88,047

合 計 88,047
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(2)経 常経費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目別区分 備品 ・消耗 品費

支出の目的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(ま たは名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備考

コ ピー機 リー ス 17,535 23.01.07 日立キ ャピタル㈱ 東京都 港 区西新橋2-15-12

〃 17,535 23.02.07 〃 〃

〃 17,535 23.03.07 〃 〃

〃 17,535 23.04.07 〃 〃

〃 17,535 23.05.09 〃 〃

〃 17,535 23.06.07 〃 〃

〃 17,535 23.07.07 〃 〃

〃 17,535 23.08.08 〃 〃

〃 17,535 23.09.07 〃 〃

〃 17,535 23.10.07 〃 ノ1

〃 17,535 23.11.07 〃 〃

〃 17,535 23.12.07 〃 〃

この頁の小計 210,420 (注1)国 会議員 関係 政治 団体 は、1万円超の支出はすべて個別 に記載 し、

1万 円以 下の支 出は「その他 の支 出」に一括して記載 して下さい。

(注2)「その他 の支 出」と「合計」の欄 は、右上の項 目別 区分ごとに

最後 の頁 に記載して下さい。

その他の支出 94,076

合 計 304,496
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(2)経 常経費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目別 区分 事務所費

支出の目的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(ま たは名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備考

政治資金監査報酬 100,000 23.05.10 五島 伸 東 京都 中央 区銀座2-7-6

この頁の小計 100,000 (注1)国 会議員 関係 政治団体は、1万円超の支 出はすべて個別 に記載し、

1万 円以下の支出は 「その他の支 出」に一括して記載 して下さい。

(注2)「その他 の支 出」と「合計」の欄 は、右 上の項 目別 区分ごとに

最 後の頁に記載 して下さい。

その他 の支出 183,061

合 計 283,061
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(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目別区分 組織活動費(組 織対策費)

支出の 目的 金 額 年月 日 支出を受けた者の氏名(ま たは名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備考

この頁の小計 0 (注1)国 会議員 関係 政治団体 は、1万円超の支 出はすべて個別 に記載 し、

1万 円以下の支出は 「その他の支出」に一括して記載 してください。

(注2)「その他 の支 出」と「合計」の欄 は、右 上の項 目別 区分ごとに、

最後の頁に記載 してください。

その他の支出 88,726

合 計 88,726
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(3)政 治活動費の内訳 項 目別 区分
1政 治鰹 一ティー購 業費(「 職 日召君を激励する会」平成23年4月2・日開催)

支出の目的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(ま たは名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備考

会場 ・ホテル代 688,518 23.04.25 都 市セ ンター ホテル 東京都 千代 田区平河 町2-4-1

案内状印刷代 143,500 23.03.03 ㈲ ピオ ッ ト 川 崎市多摩 区堰2-7-8

この頁の小計 832,018 (注1)国 会議員 関係政 治団体は、1万円超 の支 出はすべて個別 に記載し、

1万 円以下の支 出は 「その他 の支 出」に一括 して記載 してください。

(注2)「その他 の支出」と「合 計」の欄は、右上 の項 目別 区分ごとに、

最後の頁に記載 してください。

その他の支出 61,249

合 計 893,267



圏
,レL

l

l

一
一

(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目別 区分1政 治飴 ・一ティー開催事業費(「 騰 昭君を激励する会」平成23年1・月26日 開催)

支出の目的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(ま たは名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備考

会場 ・ホテル代 771,528 23.10.31 都市セ ンターホテル 東京都千代 田区平河町2-4-1

案内状印刷代 170,000 23.09.09 ㈲ ピオ ッ ト 川崎市多摩 区堰2-7-8

この頁の小計 941,528
(注1)国 会議 員関係政治 団体 は、1万円超 の支 出はすべて個別 に記載 し、

1万 円以下の支 出は「その他 の支 出」に一括 して記載 してください。

(注2)「その他の支 出」と「合計」の欄 は、右上の項 目別 区分ごとに、

最後 の頁 に記載してください。

その他の支出 64,135

合 計 1,005,663
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(3)政 治活動費の内訳 項 目別区分 調査研究費(書 籍 ・地図購入費)

支出の目的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(ま たは名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備考

この頁の小計 0
(注1)国 会議員 関係 政治団体は、1万円超 の支 出はすべて個別 に記載し、

1万 円以下の支出は 「その他の支出」に一括 して記載 してください。

(注2)「その他 の支 出」と「合 計」の欄 は、右 上の項 目別 区分ごとに、

最後の頁に記載 してください。

その他の支出 20,487

合 計 20,487
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(3)政 治活動費の内訳 項 目別区分 寄附 ・交付金(寄 附金)

支出の 目的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(ま たは名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備考

寄附金 800,000 23.01.17 原田義昭後援会 筑紫野市 二 日市南3-2-1

〃 800,000 23。02.15 〃 〃

〃 800,000 23.03.15 〃 〃

〃 800,000 23.04.15 〃 〃

〃 800,000 23.05.16 〃 ノ1

〃 800,000 23.06.15 〃 筑紫野 市石崎1-6喝 事務所移転

〃 800,000 23.07.15 〃 〃

〃 800,000 23.08.15 〃 〃

〃 800,000 23.09.15 〃 〃

〃 800,000 23.10.17 〃 〃

〃 800,000 23.11.15 〃 〃

〃 800,000 23.12.15 〃 〃

この頁の小計 9,600,000 (注1)国 会議員 関係 政治団体 は、1万円超の支 出はすべ て個別 に記載 し、

1万 円以 下の支 出は「その他 の支 出」に一括して記 載してください。

(注2)「その他 の支 出」と「合計」の欄 は、右上の項 目別 区分ごとに、

最後 の頁 に記載 してください。

その他の支出 0

合 計 9,600,000
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(その17>資 産 等 の 状 況

1資 産等の総括表

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 無 備 考

ア 土 地 口 ゴ

イ 建 物 口 ぼ

ウ 建物の所有を目的 とす る地上権又は土地の賃借権 口 匠

工 取 得 の 価 額 が100万 円 を 超 え る 動 産 口 匠

預金(普 通預金及 び当座預金を除 く。)又 は貯金(普 通貯オ
金 を除 く。) 口 『

力 金 銭 信 託 口 厨

キ 有 価 証 券 口 『

ク 出 資 に よ る 権 利 口 ピ

ケ 貸 付 先 ご との残 高 が100万 円 を超 え る貸付 金 口 駐

コ 支 払 わ れ た 金 額 が100万 円 を 超 え る 敷 金 [コ ぼ

サ 取得 の価 額が100万 円を超 える施設の利用 に関す る権利 口 『

シ 借 入 先 ご との残 高 が100万 円 を超 え る借入 金 曜 口

※有無 について団 して くだ さい。(注)有 に団の場合 は 「項 目別 区分 」 ごと(そ の18)が 必要 です。
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(そ の18)一 一

2資 産等の項目別内訳

資 産 等 の 内 訳 項目別区分 借 入 金

＼ 摘 要(借 入先) 借 入 残 高 年 月 日 備 考

原 田 義 昭 1 0 0 0 0 0 0 0

、
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(その2・)宣 誓 書

添付書類(別 添 の とお り)

○ 領収講 の乳
2監 査意見書(政 党本部及び政治資金団体に限る。)

③ 政治資鑑 査雛 書(国 会韻 関係政治蹴 こ限る.)

●

この報 告 書 は、.政治 資金 規 正 法 に従 っ て作 成 した もの で あ って 、 真 実 に相 違 あ りませ ん。

噺

平成24年5月!9日

政治団体の名称21世 紐 政 経 会

会計責任舐 名 冷 、
幽⑭

㊥

(↓代表者 については、解散する年の収支報告書にのみ記載すること。)

代 表 者 の 氏 名 ㊥

(注1)「 会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名 とし、署名は必ず会計責任者本人が自署 してください。

(注2)「 代表者の氏名」欄は、解散する場合に、解散する年の最後の収支報告書にのみ記載 してください。
(注3)国 会議員関係政治団体は、宣誓書(そ の20)に 記載 した日付が政治資金監査報告書に記載された 日付 と同 日か後の 日付になるよう記載 してください。



政治資金監査報告書

平成24年5月11日

21世 紀政経会

代表 原田 義昭 殿1

鋤 治鱈 査人ゑ 4
録 番 号 第130号登

,く

縄 覇
、 扇 ・ 暫

研 修 修 了 年 月 日 平成20年11月21日

1. 監査の概要

(1)私 は、政治資金規正法(以 下 「法」とい う。)第19条 の13第1項 の規定に基づき、

,
21世 紀政経会の平成23年 に係る法第12条 第1項 に規定する収支報告書のすべて

の期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細

書、領収書等、領収書等 を徴 し難かった支 出の明細書等及び振込明細書について、

} 支出に関する政治資金監査を行った。

(2)こ の政治資金監査は、法第19条 の13第2項 に定 める ところによ り政治資金適正化

委員会が定める 「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下 「政治資金監査マニュ

アル」 とい う。)に 基 づ き行 った。

(3)私 の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取 した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金

監査マニュアル に基づき政治資金監査を行 った結果 を報告す ることにある。

(4)こ の政治資金監査は、21世 紀政経会の主たる事務所において行った。

2. 監査の結果

私が実施 した政治資金監査 の結果 は、以下の とお りである。

(1)法 第19条 の13第2項 第1号 に規定す る事項について、会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。

(2)法 第19条 の13第2項 第2号 に規定す る事項について、会計帳簿には、当該国会議

員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

1

(3)法 第19条 の13第2項 第3号 に規定す る事項にっいて、法第12条 第1項 に規定す

る収支報告書は、会計帳簿、明細書、領 収書等、領収書等 を徴 し難 かった支出の明

細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4)法 第19条 の13第2項 第4号 に規定す る事項にっいて、領収書等 を徴 し難かった支

出の明細書等 は、会計帳簿に基づいて記載 されていた。

3。 業務制限

21世 紀政経会 と私 との間には、法第19条 の13第5項 の規定に違反す る事実はない。

また、21世 紀政経会と政治資金監査の業務を補助 した使用人その他の従業者との間

にお い て も、 同様 であ る。

以上


